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IP通信網サービス契約約款 別冊（シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス） 【現改⽐較表】 2020年10⽉29⽇現在 

〜2020年10⽉28⽇ 2020年10⽉29⽇〜 

 

 

⽬次（略） 

第１章〜10章（略） 

別記（略） 

料⾦表  

通則（略） 

第1表（略） 

⽬次（略） 

第１章〜10章（略） 

別記（略） 

料⾦表  

通則（略） 

第1表（略） 
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第２表 ⼯事に関する費⽤（⼯事費（附帯サービスの⼯事費を除きます。）） 

 １ 適⽤ 

区  分 内         容 

（略） (略) 

(5)  現
地調査報
告⼯事費
の適⽤ 

当社は、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス(カテゴリー１のタ
イプ２に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)
について、次のとおり、写真付き現地調査報告に係る現地調査報告
⼯事費を適⽤します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア 写真付き現地調査報告とは、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサー

ビス契約者から、現地調査報告⼯事費を⽀払うことを条件として、
当社が契約者回線等の設置場所において⾏う調査について、写真
付きの調査報告を⾏ってほしい旨の申出があった場合に、当社が
その報告を⾏うことをいいます。 

第２表 ⼯事に関する費⽤（⼯事費（附帯サービスの⼯事費を除きます。）） 

 １ 適⽤ 

区  分 内         容 

（略） (略) 

(5)  現
地調査報
告⼯事費
の適⽤ 

当社は、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス(カテゴリー１のタイ
プ２に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)につ
いて、次のとおり、現地調査報告⼯事費を適⽤します。 
ア 現地調査報告には次の区分があります。 

区 分 内 容 

写真付き

現地調査

報告 

第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス契約者から、現地

調査報告⼯事費を⽀払うことを条件として、当社が契約者

回線等の設置場所において⾏う調査について、写真付きの

調査報告を⾏ってほしい旨の申出があった場合に、当社が

その報告を⾏うことをいいます。 

現地調査

報告兼お

客様⼯事

依頼報告 

第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス契約者から、現地

調査報告⼯事費を⽀払うことを条件として、当社が契約者

回線等の設置場所において⾏う調査について、現地調査報

告書兼お客様⼯事依頼書による調査報告を⾏ってほしい旨

の申出があった場合に、当社がその報告を⾏うことをいい

ます。 
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イ 当社は、Universal One利⽤回線がギャランティアクセス（ハウ
ジング利⽤に係るものを除きます。）に係る者に限り、写真付き現
地調査報告を提供します。 

ウ 当社は、当社が契約者回線等の設置場所において調査が必要と判
断した場合であって、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス契
約者から写真付き現地調査報告の申出があったときは、当社の第
６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに係る業務の遂⾏上⽀障が
ない場合に限り、写真付き現地調査報告を⾏います。 

エ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス契約者は、次の場合に、
現地調査報告⼯事費の⽀払いを要します。 
(ア) 当社が写真付き現地調査報告を⾏ったとき。 
(イ) 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス契約者の責めに帰す

べき理由により、当社が写真付き現地調査報告を⾏えなかったと
き。 

オ エの規定にかかわらず、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス
契約者は、当社の責めに帰すべき理由により写真付き現地調査報
告が完了しなかった場合は、現地調査報告⼯事費の⽀払いを要し
ません。 

カ エ及びオに規定するほか、当社は、写真付き現地調査報告に係
る当社の準備等に要した費⽤を請求することがあります。 

(6)  割
増 ⼯ 事
費 の 適
⽤ 

ア 当社は、イ及びウ以外の⼯事において契約者（第６種シェアー
ドＩＰ－ＰＢＸサービス カテゴリー３のタイプ５に係る者を除き
ます。）から割増⼯事費を⽀払うことを条件に次表に規定する時間
帯に⼯事を⾏ってほしい旨の申出があった場合であって、当社のシ
ェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに係る業務の遂⾏上⽀障がないと
きは、その時間帯に⼯事を⾏うことがあります。この場合の割増⼯
事費の額は、２（⼯事費の額）の規定にかかわらず、次表に規定す
る額とします。 
 
 
（略） 

（略） (略) 
 

イ 当社は、Universal One利⽤回線がギャランティアクセス（ハウジ
ング利⽤に係るものを除きます。）に係る者に限り、現地調査報告を
提供します。 

ウ 当社は、当社が契約者回線等の設置場所において調査が必要と判断
した場合であって、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス契約者
から現地調査報告の申出があったときは、当社の第６種シェアード
ＩＰ－ＰＢＸサービスに係る業務の遂⾏上⽀障がない場合に限り、
現地調査報告を⾏います。 

エ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス契約者は、次の場合に、
現地調査報告⼯事費の⽀払いを要します。 
(ア) 当社が現地調査報告を⾏ったとき。 
(イ) 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス契約者の責めに帰すべ

き理由により、当社が現地調査報告を⾏えなかったとき。 
 
オ エの規定にかかわらず、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス契

約者は、当社の責めに帰すべき理由により現地調査報告が完了しな
かった場合は、現地調査報告⼯事費の⽀払いを要しません。 

カ エ及びオに規定するほか、当社は、現地調査報告に係る当社の準
備等に要した費⽤を請求することがあります。 

(6) 割
増⼯事費
の適⽤ 

ア 当社は、イ及びウ以外の⼯事において契約者（第６種シェアード
ＩＰ－ＰＢＸサービス カテゴリー３のタイプ５に係る者を除きま
す。）から割増⼯事費を⽀払うことを条件に次表に規定する時間帯に
⼯事を⾏ってほしい旨の申出があった場合であって、当社のシェアー
ドＩＰ－ＰＢＸサービスに係る業務の遂⾏上⽀障がないときは、その
時間帯に⼯事を⾏うことがあります（ただし、(5)欄に規定する現地調
査報告を⾏う時間帯は、その第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス
契約者（カテゴリー１のタイプ２に係るものに限ります。）の申出の有
無にかかわらず、その報告の対象となる⼯事等を⾏う時間帯と同じと
みなします。）。この場合の割増⼯事費の額は、２（⼯事費の額）の規
定にかかわらず、次表に規定する額とします。 
（略） 

（略） (略) 
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２ ⼯事費の額 

2－1〜２-３(略) 

２－４ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに関するもの 

 （略） 

区     分 単 位 ⼯事費の額 

ア  交
換 機 等
⼯事費  

（略） （略） （略） （略） 

イ  上
記 以 外
の ⼯ 事
費 

（ア）利
⽤の開始
に関する
⼯事の場
合 

（略） 
 
 

（略） （略） 

現地調査報告⼯事費 １の契約
ごとに 

24,000円
(26,400円) 

(イ) 上記
以外に関
する⼯事
の場合 

（略） （略） （略） 

現地調査報告⼯事費 １の契約
ごとに 

24,000円
(26,400円) 

 

２ ⼯事費の額 

2－1〜２-３(略) 

２－４ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに関するもの 

 （略） 

区     分 単 位 ⼯事費の額 

ア  交
換 機 等
⼯事費  

（略） （略） （略） （略） 

イ  上
記 以 外
の ⼯ 事
費 

（ア）利
⽤の開始
に関する
⼯事の場
合 

（略） 
 
 

（略） （略） 

現 地 調
査 報 告
⼯事費 

写真付き現地調査報告の
場合 

１の契約
ごとに 

24,000円
(26,400円) 

現地調査報告兼お客様⼯
事依頼報告の場合 

１の契約
ごとに 

22,000円
(24,200円) 

(イ) 上記
以外に関
する⼯事
の場合 

（略） （略） （略） 

現 地 調
査 報 告
⼯事費 

写真付き現地調査報告の
場合 

１の契約
ごとに 

24,000円
(26,400円) 

現地調査報告兼お客様⼯
事依頼報告の場合 

１の契約
ごとに 

22,000円
(24,200円) 

 

第３表〜料⾦表別表２（略） 第３表〜料⾦表別表２（略） 

 IP通信網サービス契約約款 共通編 

附 則（令和２年10⽉22⽇ ＡＰＳ１サ第00703454号） 

この改正規定は、令和２年10⽉29⽇から実施します。 

 


